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問  

　
市
が
目
指
す
き
ら
め
く
弥
富

の
実
現
に
は
、
人
口
増
加
、
企

業
立
地
の
促
進
を
し
、
税
収

ア
ッ
プ
、
雇
用
創
出
が
重
要
で

あ
り
、
実
現
に
は
、
災
害
に
弱

い
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭

し
、
安
全
性
を
外
部
に
発
信
し

て
い
く
取
り
組
み
が
必
要
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

⑴　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
説

明
も
大
事
だ
が
、
百
聞
は
一
見

に
し
か
ず
と
い
う
、
施
設
の
見

学
を
企
画
し
、
市
の
安
全
、
並

び
に
特
色
を
Ｐ
Ｒ
し
て
は
ど

う
か
。

⑵　
今
や
自
治
体
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
ゆ
る

キ
ャ
ラ
だ
が
、
本
市
の「
き
ん

ち
ゃ
ん
」に
サ
ブ
キ
ャ
ラ
を
考

え
て
は
ど
う
か
。

   

答 

総
務
部
長

⑴　

市
内
P
R
ツ
ア
ー
は
、
現

状
で
実
施
す
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
が
、
本
市
以
外
で
開
催

さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
な
ど
へ
の
参

加
活
動
な
ど
、
機
会
あ
る
ご
と

に
弥
富
市
の
ア
ピ
ー
ル
を
続
け
、

P
R
活
動
を
し
て
い
き
た
い
。

  

答 

商
工
観
光
課
長

⑵　

当
面
は
サ
ブ
キ
ャ
ラ
を
制

作
し
て
い
く
考
え
は
な
い
が
、

現
在
、
海
部
地
域
の
各
市
町
村

連
携
の
も
と
、
水
と
生
き
る
海

部
地
方（
仮
称
）を
テ
ー
マ
に
、

ア
イ
ド
ル
ユ
ニ
ッ
ト
を
結
成
す

る
企
画
が
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
名

は
海
部
地
域
盛
り
上
げ
隊（
略

称
Ａ
Ｍ
Ｔ
）。

　

当
市
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
名

は
、
弥
富
ラ
ン
コ
。
名
前
の
由

来
は
、
市
特
産
で
あ
る
金
魚
の

ラ
ン
チ
ュ
ウ
。
イ
メ
ー
ジ
カ

ラ
ー
は
赤
で
、
今
後
P
R
活
動

を
予
定
し
て
お
り
、
来
年
の

春
ま
つ
り
に
も
出
演
依
頼
中

で
あ
る
。

   

問  

　
事
業
を
進
め
て
い
く
上
で
、

我
々
議
員
や
職
員
の
か
た
い
頭

で
は
な
く
、
市
民
か
ら
広
く
意

見
を
採
用
す
べ
き
と
考
え
尋

ね
る
。

⑴　

ど
の
よ
う
に
し
て
市
民

の
意
見
を
取
り
入
れ
て
い
る

の
か
。

　
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
市
政
に

反
映
さ
せ
て
い
る
の
か
。

⑵　
意
見
提
案
が
採
用
さ
れ
た

と
き
は
表
彰
す
る
制
度
を
設
け

て
は
ど
う
か
。

人
口
増
加
、
企
業
立
地
促
進
に

市
の
安
全
並
び
に
特
色
の
発
信
を

   

答 

総
務
部
長

⑴　

メ
ー
ル
ま
た
は
、
市
役
所

１
階
に
設
置
し
て
あ
る
御
意
見

箱
に
よ
り
市
政
に
対
す
る
御
意

見
な
ど
を
い
た
だ
き
、
市
政
運

営
の
参
考
と
し
て
、
事
務
改
善

や
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
反

映
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、

審
議
会
な
ど
の
意
見
を
広
く
市

民
か
ら
公
募
す
る
こ
と
、
市
民

の
意
見
を
市
政
に
反
映
し
、
市

民
に
よ
る
市
政
へ
の
参
画
を
推

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
審

議
会
等
の
委
員
の
一
般
公
募
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
、
市
長

が
市
政
の
現
状
を
説
明
す
る
市

長
出
前
講
座
、
ま
た
各
自
治
会

や
各
種
団
体
と
の
意
見
交
換
と

し
て
の
懇
談
会
な
ど
が
あ
る
。

⑵　

検
討
課
題
と
す
る
。

   
問  

⑴　
違
法
駐
車
に
対
す
る
現
状

の
認
識
、
あ
る
い
は
、
苦
情
の

清
流
ク
ラ
ブ

平
野 

広
行 

議
員

実
情
に
つ
い
て
聞
く
。

⑵　
違
法
駐
車
な
ど
の
防
止
に

関
す
る
条
例
第
７
条
、
第
８
条

【

】を
踏
ま
え
今
後
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

第
7
条　

市
長
は
、
関
係
行

政
機
関
と
協
議
し
て
、
重
点

地
域
に
お
い
て
、
違
法
駐
車
な
ど

の
防
止
に
つ
い
て
の
助
言
、
啓
発

活
動
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

第
8
条　

市
長
は
、
重
点
地

域
を
指
定
し
た
と
き
、
そ
の

他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

関
係
行
政
機
関
に
対
し
、
違
法
駐

車
な
ど
の
取
締
り
そ
の
他
違
法
駐

車
な
ど
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

   

答 

総
務
部
長

⑴　

こ
の
１
年
に
５
カ
所
通
報

が
あ
っ
た
。
市
職
員
に
よ
る
現

地
確
認
、
指
導
を
行
い
改
善
さ

れ
な
い
場
合
、
警
察
に
指
導
を

し
て
い
た
だ
い
た
。
短
時
間
で

も
と
に
戻
る
場
合
も
あ
る
が
、

再
度
指
導
を
行
い
指
導
場
所
は

お
お
む
ね
改
善
の
方
向
に
あ
る
。

⑵　

現
在
実
施
の
指
導
で
お
お

む
ね
改
善
さ
れ
て
い
る
の
で
、

引
き
続
き
行
っ
て
い
き
た
い
。

さ
ま
ざ
ま
な
手
法
で
市
民
か
ら

の
意
見
を
取
り
入
れ
て
い
る

現
在
の
指
導
方
法
で
引
き

続
き
行
っ
て
い
き
た
い

市
民
の
柔
軟
な
意
見
を

取
り
入
れ
て
は
ど
う
か

条
例
に
基
づ
き
違
法
駐
車

に
対
す
る
取
締
り
の
強
化
を

本
市
以
外
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し

ア
ピ
ー
ル
を
続
け
て
い
き
た
い




